
 
－１－ 

議案第82号 

 

令和７年度西海市国民健康保険特別会計補正予算 

（第２号）   

 

令和７年度西海市の国民健康保険特別会計補正予算（第２号）は、

次に定めるところによる。 

 

（歳入歳出予算の補正） 

第１条  事業勘定の歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ 911千円

を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ3,989,696千円と

する。 

２  直営診療施設勘定の歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ 213

千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ261,471千円

とする。 

３ 事業勘定及び直営診療施設勘定の歳入歳出予算の補正の款項の区

分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額は、

「第１表 歳入歳出予算補正」による。 

（債務負担行為） 

第２条  地方自治法第 214条の規定により債務を負担する行為をする

ことができる事項、期間及び限度額は、「第２表 債務負担行為」に

よる。 

 

  令和７年１１月２８日 提出 

 

                   西海市長 瀬川 光之 

 

 














































































	R7国保2号補正議案書
	議案第82号　令和7年度西海市国民健康保険特別会計補正予算（第2号）

